
ＡさんＢさんは同世帯

■■■■

■■■■

■■■■

■■■■

＋

（外来）２１，０００円

窓口での支払い

【限度額　３５，４００円のときの計算例】

（外来）２１，０００円
Ｂ病院

Ｂさん

　ＡさんのＡ病院分、ＢさんのＢ病院分ともに合算基準を満たしているの
で、２つを足し合わせることができる

①70歳未満の方だけの世帯

窓口での支払い
（医療費の３割）

☆合算できる場合（例１）

Ａさん

窓口での支払い
（医療費の３割）

２１，０００円

２１，０００円

窓口での支払い

後日、国保年
金課より払い
戻しされます

最終的に世
帯で負担して
いただきます

【限度額　３５，４００円のときの計算例】

（20,000円
+19,000円）

後日、国保年
金課より払い
戻しされます

病院の窓口での支払い

２０，０００円

薬局の窓口での支払い

１９，０００円

39,000円

（外来）２０，０００円
Ａ病院

最終的に世
帯で負担して
いただきます

42,000円

(21,000円+
21,000円）

  ７０歳未満の方は、同じ人が、同じ月（暦月）に、同じ医療機関に２万１千円以上の自己負担額を支払った分を、同一世帯で合計し、限度
額を超えた分があとから支給されます。

☆合算できる場合（例２）
　院外処方の調剤負担は、処方を出された医療機関と合算できま
す。

窓口での支払い
（医療費の３割）

＋

＋

Ａ病院

処方箋

Ａさん 窓口での支払い
（医療費の３割）

（保険調剤）１９，０００円
Ａ薬局

高額療養費

３，６００円

限度額

３５，４００円

高額療養費

限度額

３５，４００円

６，６００円



（例）合算できない場合
※以下のような例の場合、合算することは出来ません。

■■■■■ ■■■■■
■■■■■ ■■■■■

Ｂさん

■■■■ ■■■■

■■■■ ■■■■

Ａさん

２０，０００円

Ａさん

＋

Ｃ病院
窓口での支払い
（医療費の３割）

窓口での支払い
（医療費の３割）

（1）

２０，０００円

２０，０００円
Ｂ病院

Ｂさん

（2）

窓口での支払い
（医療費の３割）

＋

２０，０００円
Ａ病院

窓口での支払い
（医療費の３割）

＋ 窓口での支払い
（医療費の３割）

＋

２０，０００円
Ｂ病院

＋

２０，０００円
Ａ病院

Ａさん

（外来）２０，０００円

（4）

窓口での支払い
（医療費の３割）

Ｃ病院
窓口での支払い
（医療費の３割）Ｂさん

（3）

（入院）２０，０００円

窓口での支払い
（医療費の３割） ＋

　高額療養費は、一人の被保険者について、暦月ごと、医療機関ごとに計算します。また、同じ医療機関に受診しても、入院と外来、医科と歯科は
別々に計算します。


